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平素より大変お世話になっております。 

去る３月２４日に、支部より代表者２名にご出席を賜り、厚生労働省 医療課

より精神医療担当を招き、２０年度診療報酬改定内容について説明会を開催し

たところでありますが、そこで説明した内容（平成 20 年度診療報酬改定説明会 

Ｑ＆Ａ）について、４月３日、厚生労働省より一部訂正の連絡がありましたの

で、急ぎご連絡いたします。 

なお、診療報酬改定に関する情報につきましては、本情報を含め、日精協ホ

ームページ・会員専用ページ「行政情報」に随時掲載いたしますので、そちら

もご参照ください。 
 
 

平成２０年度診療報酬改定説明会 Ｑ＆Ａの訂正 

「精神科身体合併症管理加算」 

訂正 
「区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料（10 対１入院基本料及
び 15 対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」……及び区
分番号「Ａ３１４」認知症病棟入院料のいずれかを算定している
病棟であること。」から、18 対 1、20 対 1、特別入院基本料を算定
している病棟は、算定不可である。 

問 18 
「区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料（10 対１入院基本料及
び 15 対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」……及び区
分番号「Ａ３１４」認知症病棟入院料のいずれかを算定している病
棟であること。」とあるが、18 対 1 入院基本料で、複数病棟を持っ
ている病棟のうち15 対 1 を配置している病棟の患者は、要件が
整えば算定は可能か？ 

回答 要件が整えば算定可能です。 




















